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第４章 災害予防計画

災害対策を計画的に推進するため、災害予防に重要な災害危険区域を設定し、必要な施設の整

備及び訓練等の計画について次のとおり定めるものとする。

第１節 災害危険区域及び整備計画

災害が予想される災害危険区域の実情を調査し、容易に応急対策が講じられるようにするとと

もに、その地域に対する施設の整備計画を明らかにする。

１ 高波・高潮・津波等警戒区域及び整備計画

・別表４のとおりである。

・平成24年6月28日に北海道が公表した「新たな津波浸水予測」を基に作成した 「はまなか、

津波防災マップ（平成25年3月 」を巻末に添付）

２ 市街地における低地帯の浸水予想区域及び整備計画

・別表５のとおりである。

３ 地滑り・がけ崩れ等予想区域及び整備計画

・別表６のとおりである。

４ 土石流危険渓流及び整備計画

・別表７のとおりである。

５ 危険物貯蔵所等所在区域

・別表８のとおりである。

第４章 災害予防計画 第１節 災害危険区域及び整備計画
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別表８　危険物貯蔵所等所在区域 （平成２０年４月１日現在）
（単位： ）

事　業　所　名 所  在　地
危険物貯蔵所
等　 の 　別

貯蔵　・
取扱品名

数　量

浜中漁業協同組合 屋外給油（船舶専用） 重油 60,000
　６２－２１２１（代表） 一般（小口詰替専用） 重油 10,000
　６２－２６４９（給油所） 屋外タンク 重油 300,000

ガソリン　 26,880
軽油 19,200
灯油 28,800
廃油 1,920

一般（小口詰替専用） 軽油 5,000
地下タンク 軽油 49,000

灯・軽油 4,000
重油 4,000
灯・軽油 4,000
重油 4,000
灯・軽油
重油

灯・軽油
重油

東邦物産（株） ガソリン　 13,000
　６２－２０７５ 軽油 7,000
　６２－２６２１（給油所） 灯油 10,000

灯油 2,000
軽油 1,000
軽油 1,000

（株）丸ヨ　松村商店
　６２－２４４０
浜中町農業協同組合 茶内原野 屋外給油 ガソリン　 20,000
　６５－２１２１ 西２線 軽油 20,000

灯油 10,000
廃油 1,890

姉別３丁目 屋外給油 ガソリン　 7,000
軽油 3,000

茶内橋北 一般（充填） 灯油 20,000
西８番 軽油 20,000

灯油 98,000
軽油 98,000

（有）中原電気商会 ガソリン　 23,040
  ６５－２４６２ 軽油 15,360

灯油 10,000
茶内西２線 軽油 10,000

128 重油 2,000
地下タンク 灯・軽油 98,000

4,000

霧多布東1

霧多布東
2-1-49

移動タンク(車番575）

移動タンク(車番1007）

移動タンク(車番408）

移動タンク(車番3727）

移動タンク(車番2983)

屋外給油

新川西1-131
移動タンク(車番416）

4,000

移動タンク(車番945)

地下タンク

4,000

灯油 4,000

屋外給油

一般（小口詰替） 灯油 10,000

一般（小口詰替）

灯油･軽油
･重油

霧多布東
1-2-44

屋外給油
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移動タンク(車番882) 灯・軽油 4,000
移動タンク(車番1893) 灯･軽･重油 3,500
移動タンク(車番1484) 灯･軽･重油 4,000

（有）曲田石油 ガソリン　 14,000
　６７－２１３６ 軽油 6,000

廃油 2,000
灯油 6,000
重油 6,000
軽油 6,000
重油 28,800
灯油 28,800
軽油 30,000

移動タンク(車番1024) 灯･軽･重油 4,000
移動タンク(車番89) 灯･軽･重油 4,000
移動タンク(車番431) 灯･軽･重油 4,000

散布漁業協同組合 屋外給油（船舶専用） 重油 70,000
　６７－２１１１ 一般（小口詰替） 重油 16,000

屋外タンク 重油 70,000
丸物出口興産 ガソリン　 19,200
　６４－２２１１ 軽油 19,200

浜中桜 灯油 2,000
北125 軽油 1,000

重油 1,000
浜中桜 地下タンク 灯油 25,000
北７ 軽油 35,000

一般（小口詰替） 灯油 4,800
軽油 4,800

爆薬・雷管 爆薬 1,890Kg
電気雷管 2,000個

浜中運輸株式会社 茶内 移動タンク（車番253） 灯・軽油 4,000
　６４－２１１６ 橋北東9 移動タンク（車番252） 灯･軽･重油 4,000
（有）石橋組 自　移動タンク（車番1896） 灯油･重油 4,000
　６７－２１３１ 自　移動タンク（車番2179） 灯油･重油 3,000
太平洋レミコン（株） 自　給油取扱所 軽油 20,000

浜中営業所
　６４－２２２１
タカナシ乳業（株） 自　一般取扱所(ﾎﾞｲﾗｰ) 重油 18,240
北海道工場 自 Ｃ重油 200,000
　６５－２２４１ 屋外ﾀﾝｸ貯蔵所 濃硫酸 2,024Kg
（有）丸ワ綿貫商店
　６５－２３３９
赤石建設(株） 浜中桜北 自　移動タンク
　６４－２２３１ １９ (車番２１０８）
浜中製材協同組合 茶内旭
　６５－４０００ ３－６
霧多布湿原センター
　６５－２７７９
浜中診療所 霧多布東３
　６２－２２３３ 条１－４０
浜中町総合文化センター
　６２－３１３１

1,900

灯・軽油 4,000

４番沢 自　地下タンク貯蔵所 重油 4,000

2,000

霧多布西
3-1-47

自　屋内ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 5,500

自　地下タンク貯蔵所 重油 4,000

自　地下タンク貯蔵所 灯油

茶内栄
４４

茶内緑５４ 移動タンク貯蔵所(車番143） 灯油

浜中桜北
２５ 自　屋外ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 12,600

屋外タンク

火散布1-7

屋外給油

一般（小口詰替）

丸山散布
2-63

浜中桜北
１２５

火散布19

火散布117

火散布188

屋外給油熊牛基線12

移動タンク(車番1265)
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（～220）

浜中町温水プール
　６２－３０８６
霧多布中学校
　６２－３２４１
茶内中学校
　６５－２２５１
農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
　６５－２２６６

浜中町西円浄水場
西円朱別
西17線398

　６５－２０５２
散布小・中学校
　６７－２３２４
浜中中学校
　６４－２１２０
学校給食センター 浜中東６線
　６４－２９１７ 32
浜中町総合体育館
　６２－３１４４

霧多布高等学校
新川東
２－４１

　６２－２６８８
茶内小学校 茶内橋北西
　６５－２２５２ ３９
浜中町衛生センター 茶内東５線
　６４－２７２５ ３６番地
浜中町ふれあい交流ｾﾝﾀｰ 湯沸
「ゆうゆ」 ４３２番地
　６２－３７２６
社会福祉法人浜中福祉会 茶内緑
特別養護老人ホーム ９１番地
「ハイツ・野いちご」
　６５－３１００

自　一般取扱所 灯油 1,500

茶内橋北西
３９

暮帰別西
1-160

暮帰別西
1-151

浜中桜西
５０

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所

茶内橋北東
３３

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所

5,000

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 6,000

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 6,000

灯油 1,900

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 3,000

6,000

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 11,000

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油

自　屋外ﾀﾝｸ貯蔵所

重油 4,000

重油 5,000

火散布123

重油 8,000

自　屋外ﾀﾝｸ貯蔵所

暮帰別西
1-151

自　屋外ﾀﾝｸ貯蔵所

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 10,000

重油

10,000

自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所 重油 8,000

重油自　地下ﾀﾝｸ貯蔵所
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第２節 雪害対策計画

異常降雪等により、予想される雪害の予防対策及び応急対策は、本計画の定めるところによる。

１ 警戒態勢

降雪期において、各関係機関は、釧路地方気象台の発表する気象等に関する注意報、警報及

び気象情報に留意し、必要と認める場合には、それぞれの定める警戒態勢をとるものとする。

２ 降雪路線の実施分担

降雪路線は、特に交通確保を必要と認める町内における主要路線について、次の区分により

除雪を分担実施する。

（１）国道路線の除雪は、釧路開発建設部が行う。

（２）道道路線の除雪は、釧路総合振興局釧路建設管理部厚岸出張所が行う。

（３）町道路線の除雪は、町が行う。

（４）鉄道路線の除雪は、北海道旅客鉄道株式会社（釧路支社）が行う。

３ 異常降雪時における除雪

異常降雪時においては、交通量、消防・救急、津波避難路対策等を十分考慮し、関係機関の

除（排）雪計画に基づいて、主要幹線より順次除（排）雪を実施するものとする。

４ 通信施設の雪害対策

通信施設の雪害防止については、電話回線故障の復旧の迅速化を図るため、ＮＴＴ東日本電

信電話株式会社北海道支店（委任機関：株式会社ＮＴＴ東日本・北海道釧路支店）は、施設の

改善、応急対策の強化等を図るものとする。

５ 電力施設の雪害防止対策

電力施設の雪害防止のため、北海道電力株式会社根室営業所は、送電線の冠雪、着氷雪対策

を樹立し、必要に応じて特別巡視等を行うものとする。

６ なだれ防止対策

住民等に被害を及ぼすおそれのあるなだれ発生予想箇所を住民等に周知させるため、関係機

関は、それぞれ自己の業務所管区域の保全及び交通安全を確保するため、なだれ発生予想箇所

に防止柵の設置を行い、また、表示板等により住民への周知を図り、巡視等の強化対策を講ず

るものとする。

７ 交通途絶地区の緊急対策

積雪がはなはだしく交通が途絶している地区において、火災発生、救急医療対策及び食糧供

給等が困難な事態が発生した場合、町は、関係機関と協力し、速やかに救援等の措置をとるも

のとする。

第４章 災害予防計画 第２節 雪害対策計画
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第４章 災害予防計画 第２節 雪害対策計画

８ 積雪時等における消防・救急対策及び津波避難路の確保

（１）積雪時や暴風雪等の悪天候時に火災が発生した場合や、救急車の要請があり、消防車輌

・救急車輌等の活動に支障があると判断した場合、消防署長は町に対し、火災の発生場所、

救急車の出動等について連絡し、消防活動、救急活動が円滑にできるよう除雪の依頼をす

る。

町は、この依頼を受けた時は、それぞれの道路等を所管する関係機関に除雪の依頼をし、

除雪車を優先的に必要な現場に出動させる等、消防・救急活動の確保に努める。

（２）町は、除雪計画路線のほか、住宅密集地の道路については、常に消防車、救急車の運行

に支障のないように除雪体制を整備しておくものとする。

（３）消防水利については、浜中消防署により常に除雪を行い、消防活動に支障のないように

するものとする。

（４）津波警報、大津波警報発表時に重要な避難経路となる町道及び道道を所管する町並びに

釧路総合振興局建設管理部は、積雪時、暴風雪等の悪天候時に避難するのに支障がないよ

う万全の態勢で除・排雪に当たるものとする。なお、夜間や降雪中等で除雪を行っていな

い場合でも津波警報等が発表された場合、速やかに除雪できる態勢をとっておくものとす

る。

（５）津波避難階段等（霧多布地区、丸山散布地区）は、町により常に除雪を行い、徒歩避難

に支障がないようにするものとする。

９ 町除雪連絡態勢

浜中町役場
住民等

地域の

自治会長

町内会長

（除・排雪要請）

建設課

町 長

副町長・教育長

防災対策室長

町道除･排雪

委託業者

国道：釧路開発建設部

道道：釧路総合振興局

釧路建設管理部

厚岸出張所

（状況報告）

（除排雪指示）

（報告･連絡･指示） (状況連絡等)（除・排雪要請）

（緊急時:要請）
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第３節 融雪災害対策計画

この計画は、水防計画に定めるもののほか、融雪期における融雪による河川の出水等の災害を

予防することを目的とする。

１ 気象状況の把握

融雪期においては、釧路地方気象台等関係機関と緊密な連絡を取り、地域内の積雪状況を的

確に把握するとともに、注意報、警報、低気圧の発生及び経路、降雨及び気温の上昇等の気象

状況に留意し、融雪出水の予測に努めるものとする。

２ 水防区域等の警戒

水防区域内及びなだれ、地すべり、崖崩れ等の懸念のある地域、箇所を事前に察知し、被害

の拡大を防ぐため、次により万全の措置を講ずるものとする。

（１）町及び浜中消防署は、住民等の協力を得て、既往の被害箇所その他水害危険区域を中心

に巡視警戒を行うものとする。

（２）町は、関係機関と緊密な連絡を取り、危険区域の水防作業及び避難救出方法等を事前に

検討しておくものとする。

（３）町は、なだれ、積雪、捨て雪、結氷等により、河川、導水等が著しく狭められ、被害発

生が予想される場合、融雪出水前に、河川、導水路内の除雪、結氷の破砕等を行い流下能

力の確保を図るものとする。

３ 道路の除雪

道路（国道、道道、町道）管理者は、なだれ、積雪、結氷、滞留水等により、道路交通が阻

害されるおそれがあるときは、道路の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、道路の効率的

な活用を図るものとする。

４ 水防資機材の確保、整備、点検

町長及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的に行うために、融雪出水前に水防資機材

の確保並びに整備、点検を行うとともに、関係機関及び資機材手持ち業者とも十分な打合せを

行い、資機材の効率的な活用を図るものとする。

５ 水防思想の普及徹底

町長及び河川管理者は、融雪出水に際し、住民の十分な協力が得られるよう水防思想の普及

徹底に努めるものとする。

第４章 災害予防計画 第３節 融雪災害対策計画
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第４節 土砂災害対策計画

急傾斜地等における崩壊及びなだれ等の土砂災害から住民の生命、身体及び財産を守り、被害

を最小限にとどめるための予防対策は、本計画の定めるところによる。

１ 現況

町内には、地すべり、落石による住家、道路交通等に被害をもたらす、土砂災害の危険性を

持つ区域が多数存在している。

町における地すべり、落石、土石流等の危険区域は「第４章 第１節 災害危険区域及び整

備計画」に定めるとおりである。

２ 予防対策

（１）地すべり災害、落石災害対策

土地の高度利用や開発に伴って、地すべり災害及び落石災害が発生する傾向にあり、ひ

とたびこれらの災害が発生すると多くの住家、公共施設等、身体、人命に被害が発生する

ため、国、道及び町は、次のとおり予防対策を実施するものとする。

ア 国

森林法に基づき、森林の造成若しくは維持に必要な事業を行い、山腹の崩壊等を防止

するとともに定期的に施設点検を実施し、必要に応じ適切な処理を講ずるものとする。

イ 北海道

急傾斜地崩壊防止工事の実施を推進するとともに、定期的に施設点検を実施し、必要

に応じ適切な処理を講ずるものとする。

ウ 町

（ア）住民に対し、地すべり危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域の周知に努めるとともに、

当該区域に係る必要な警戒避難態勢に関する事項について定めるものとする。

（イ）町の所轄する区域の保全及び安全を確保するため、必要に応じ危険防止柵の設置等

を行うとともに、付近住民に対して危険箇所及び急傾斜地等の異常（亀裂、湧水、噴

水、濁り水）等の早期発見と通報協力について周知徹底する。

（２）土石流災害対策

ア 国

（ア）土石流危険流域に係る直轄の砂防及び治山施設について、定期的に施設点検を実施

し、必要に応じて適切な処置を講ずるものとする。

（イ）砂防及び治山事業を実施する場合は、請負業者に対し工事中の安全確保のため、土

石流に対する警戒避難態勢について指導するものとする。

イ 北海道

（ア）治山工事及び砂防工事の推進を始め、砂防法に基づく砂防指定や森林法に基づく保

安林指定の推進を図るとともに、土石流の発生を助長するような行為を制限するなど、

土石流対策を推進するものとする。

また、治山、砂防施設について、定期的に施設点検を実施し、必要に応じて適切な

第４章 災害予防計画 第４節 土砂災害対策計画
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第４章 災害予防計画 第４節 土砂災害対策計画

処置を講ずるものとする。

（イ）町に対し、危険渓流に関する資料を提供し、住民への危険渓流に関する資料の提供

等について指導する。

（ウ）砂防及び治山事業を実施する場合は、請負業者に対し工事中の安全確保のため、土

石流に対する警戒避難態勢について指導するものとする。

ウ 町

（ア）住民に対し、土石流危険渓流の周知に努めるとともに、当該地区に係る必要な警戒

避難態勢に関する事項について定めるものとする。

（イ）町の所管する区域の保全及び安全を確保するため、必要に応じ危険防止柵の設置を

行うとともに、付近住民に対しては、河川等の異常等の早期発見、発見したときの通

報協力について周知徹底する。

３ 警戒態勢

町長は、異常降雨等により土砂災害が予想される場合は、当該危険区域の巡視を行い警戒に

あたるものとする。

（１）警戒巡視にあたって注意する事項は、おおむね次のとおりとする。

ア 表層の状況

イ 地表水の状況

ウ 湧水の状況

エ 亀裂の状況

オ 樹木等の傾倒状況

４ 避難及び救助

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては 「第５章 災害応急対策計画、

第４節 避難救出計画」の定めにより、当該地域住民に対し警告し、避難のため立ち退きを勧

告又は指示するとともに関係機関に通知し、地域住民とともに避難誘導等の協力を得て、住民

の生命、財産を守り、被害を最小限度にとどめるものとする。

（～230）
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第５節 水防計画

洪水や高潮その他による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減するための組織並

びに活動は、本計画の定めるところによる。

１ 水防の責務

水防法に定める水防に関する機関及び一般住民等の水防上の責務の大綱は、次のとおりとす

る。

（１）浜中町（水防管理者）の責務

町は、水防法第３条の規定に基づき、水防管理団体として、町の区域内における水防を

十分果たす責任を有する。

（２）北海道（釧路総合振興局釧路建設管理部）

ア 道は、水防管理団体が行う水防が十分に効果を発揮するよう指導に努めるものとする。

イ 知事（釧路総合振興局長）は、札幌管区気象台（釧路地方気象台）が気象の状況によ

り、洪水のおそれがあると認め発表する通知を受けた場合は、直ちに水防管理者等に受

けた内容を通知するものとする。

（３）居住者等の責務

町の区域内に居住する者又は水防の現場にある者は、水防管理者（町長 、消防機関の）

長（消防長）から、水防に従事することを求められたときは、これに従うものとする。

２ 水防組織及び所轄事務

本計画「第２章 防災組織 第２節 災害対策本部」に定めるところに準じ、水防本部によ

り水防に関する事務を処理するものとする。

また、水防に関する事務は「第２章 防災組織 第２節 災害対策本部」に定めるところに

準じ所轄するものとする。

３ 水害危険区域

町の区域内の河川、低地帯等で、水防上特に重要な警戒防御区域は「第４章 災害予防計画

第１節 災害危険区域及び整備計画」に掲げる別表のとおりである。

４ 雨量、水位観測所

迅速かつ的確な水防活動を行うため、相当の雨量があると認めたときは、釧路地方気象台、

釧路開発建設部、釧路総合振興局釧路建設管理部と連絡をとり、その状況を把握しておくもの

とする。

雨量は、気象庁が町内２箇所（榊町、茶内原野）に設置してあるアメダスの情報を随時、釧

路地方気象台又はインターネットから情報を収集し参考にする。

「第４章 災害予防計画 第１節 災害危険区域及び整備計画」に掲げる危険区域は、必要

があると認めた場合、定期的な巡視等により水位観測等、随時状況を把握しておく。

第４章 災害予防計画 第５節 水防計画
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５ 水防活動用予報（注意報を含む 、警報並びに情報等）

（１）水防活動用予報（注意報を含む 、警報並びに情報等の種類）

種 類 発表機関 摘 要

水防活動用予報（注意 大雨注意報、大雨警報、 釧路地方気象台 一般向け注意報及び警報

報を含む 、警報並びに 大雨特別警報、洪水注意 の発表をもって代える。） （土砂災害警戒情報は

釧路地方気象台と釧路情報等 報、洪水警報、記録的短

気象業務法第14条の2第1項 総合振興局釧路建設管時間大雨情報、土砂災害

水防法第10条第1項 理部が共同で発表す警戒情報

る ）。

（２）水防活動の種類

種 類 内 容 等 配備基準・配備態勢

情報連絡態勢 釧路地方気象台その他関係水防機関等と連絡を 気象業務法に基づく気象、

とり、気象、地象等に関する情報の収集、伝達、 地象現象に関する警報（波

連絡が関係機関、関係課長等と速やかにとれる少 浪、高潮、大雨、洪水 、特）

数の人数をもって対応にあたる。 別警報（波浪、高潮、大

雨 、記録的短時間大雨情報）

が本町を含む地域に発表され

たとき。

（防災対策室長、防災係員、

建設課長、土木係員）

（波浪、高潮警報が発表され

た場合は、上記に加え水産課

長、水産課係員も含む）

準 備 水防に関する情報連絡、水防資機材の準備、水 雨量、水位、流量その他の

門・陸閘遠隔操作準備、通信、輸送手段、水防活 状況により、必要と認めたと

動に必要な人員の準備及び確保 き （関係職員）。

待 機 不意の出水あるいは水位の再上昇等が予想され 雨量、水位、流量その他の

る場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動で 状況により、水防本部（災害

きるよう待機する態勢 対策本部）が必要と認めたと

水防機関の出動期間が長引くような場合に、出 き （関係職員）。

動人員を減らしても差し支えないが、水防活動を

やめることができない状態

非常配備 水防本部（災害対策本部）設置により本部員は 雨量、水位、流量その他の

（出 動） 全員それぞれの部署へ参集し、定められた水防活 状況により、水防本部（災害

動を行う。 対策本部）が必要と認めたと

水防関係機関、関係職員等が水防区域へ出動 き （全職員）。

し、監視及び水防活動を行うこと。
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種 類 内 容 等 配備基準・配備態勢

避難準備・高 避難勧告、避難指示（緊急）を発令することが 雨量、水位、流量その他の

齢者等避難開 予想される場合、高齢者、心身障がい者、乳幼 状況により、水防本部（災害

始 児、妊婦ほか避難等に時間及び避難するための支 対策本部）が必要と認めたと

援を要する者が、避難勧告、避難指示（緊急）が き 〔避難誘導は、町職員、。

発令される前にあらかじめ避難できる態勢をと 消防署員、消防団員、警察官

り、早めに避難できるよう発令するもの その他水防本部（災害対策本

部）の指示を受けた者があた

る 〕。

避難勧告 水位、帯水期間、その他水防活動上必要な状況 雨量、水位、流量その他の

を明示するとともに、越水、漏水、崩壊、亀裂そ 状況により、水防本部（災害

の他河川、高潮、波浪状況により警戒を必要とす 対策本部）が必要と認めたと

る事項を指摘して、水防上危険区域内の住民の安 き 〔避難誘導は、町職員、。

全を図るため、避難場所を明示、誘導し避難させ 消防署員、消防団員、警察官

ること。 その他水防本部（災害対策害

部）の指示を受けた者があた

る 〕。

避難指示（緊 水位、帯水機関、その他水防活動上必要な状況 雨量、水位、流量その他の

急） を明示するとともに、越水、漏水、崩壊、亀裂そ 状況により、水防本部（災害

の他河川、高潮、波浪状況により警戒を必要とす 対策本部）が必要と認めたと

る事項を指摘して、水防上危険区域内の住民の安 き 〔避難誘導は、町職員、。

全を図るため、避難場所を明示、誘導し避難させ 消防署員、消防団員、警察官

るほか、危険区域内への立ち入りを禁止するなど その他水防本部（災害対策本

の措置を講ずる。 部）の指示を受けた者があた

る 〕。

６ 水防倉庫及び水防用資機材の備蓄

町の水防倉庫及び水防用資機材の備蓄は、次のとおりである。

なお、町の備蓄資機材に不足が生じたときは、必要に応じ、漁業協同組合、農業協同組合、

民間等から調達するものとする。

また、現在の水防倉庫は、手狭で津波浸水想定域にあることから、津波の恐れのない高台等

へ移築を計画する （設置場所によるが、備蓄庫、避難スペースも兼ねたものも考慮する）。

（１）水防倉庫

設置場所 棟数 面積 所 在 地 備 考

浜中町役場水防倉庫 １ 29㎡ 浜中町霧多布東４条１丁目３５番地１
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（２）水防資機材の備蓄

品 名 土のう袋 スコップ つるはし ﾍﾙﾒｯﾄ 移動無線 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 電工ﾄﾞﾗﾑ 排水ﾎｰｽ

剣先20本 41局(内､ ２本

数 量 3,200袋 角 20本 ５本 １２個 車 載 2 7 ３台 発電機 ５本

局) 中小各1台（簡易Ｍ）

（３）民間団体等から調達可能な水防資材

調 達 先 所在地 電話番号 調達できる資材等

浜中漁業協同組合 霧多布 62-2121 簡易型土のう袋、

散布漁業協同組合 火散布 67-2111 スコップ、ロープ、丸太、

浜中町農業協同組合 茶内 65-2121 杭、材木、土砂

釧路東森林組合浜中支所 茶内 65-2034

町内木材業者ほか各商店 町内

７ 水防区域を防御するための地域分担等

水防区域を防御するため消防機関の地域分担を次のとおり定める。ただし、消防長又は消防

署長及び消防団長が、必要と認めたときは、分担区域以外の地域であっても出動するものとす

る。

分 担 区 域 河 川 名 消防機関・消防団

霧多布 区 域 新川 浜中消防署及び浜中消防団（第１分団）

浜 中 区 域 姉別川 〃 （第２分団）

茶 内 区 域 ノコベリベツ川 〃 （第３分団）

散 布 区 域 火散布川・藻散布川 〃 （第４分団）

琵琶瀬 区 域 琵琶瀬川 〃 （第５分団）

姉 別 区 域 姉別川・別当賀川 〃 （第６分団）

奔幌戸 区 域 仙鳳趾川・幌戸川・奔幌戸川 〃 （第７分団）

８ 非常監視及び警戒

水防管理者（町長）が非常配備を指令したときは、町内の水防区域内を巡視し、監視警戒を

厳重に行い、異常を発見したときは直ちに水防管理者に報告するものとし、水防管理者は速や

かに当該河川管理者に連絡するものとする。

警戒監視にあたり、特に留意する事項は次のとおりである。

（１）裏のりの漏水又は飽水による亀裂及びがけ崩れ

（２）表のりで水当たりの強い場所の亀裂及びがけ崩れ

（３）天端の亀裂又は沈下

（４）堤防の越水状況

（５）樋管の両そで又は底部よりの漏水と扉のしまり具合

（６）橋梁とその他構造物と堤防の取付部分の異常
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９ 水防作業

水防工法を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を

防ぐため、堤防、構造、護岸の状態等を考慮して、最も適切な工法を選択し迅速的確に実施す

るものとする。

10 安全確保

水防活動は原則として複数人で行うものとし、水防活動に従事する者自身の安全確保に留意

して水防活動を実施するものとする。

避難誘導や水防作業の際も、必要に応じてライフジャケットの着用や安否確認のための通信

機器、最新の気象情報を入手するためのラジオの携行等により、水防活動に従事する者の安全

を確保しなければならない。

11 水防信号

水防に用いる信号は、次によるものとする。

方 法

警 鐘 サイレン 摘要

区 分

● 休止 ●-休止-●-休止-●-休止-●-休止-● 気象台から洪水警報を

警戒信号 ● 休止 ５ 15 ５ 15 ５ 15 ５ 15 ５ 受けた時又は警戒水位

● 休止 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 に達したとき。

出 動 ●－●－●－ ●-休止-●-休止-●-休止-●-休止-● 町防災担当及び消防機

第１信号 ●－●－●－ ５ ６ ５ ６ ５ ６ ５ ６ ５ 関に属する者全員が参

●－●－●－ 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 集するとき。

出 動 ●－●－●－● ●-休止-●-休止-●-休止-●-休止-● 町職員及び消防機関に

第２信号 ●－●－●－● 10 ５ 10 ５ 10 ５ 10 ５ 10 属する者全員が参集す

●－●－●－● 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 るとき。

危険信号 ●-休止-●-休止-●-休止-●-休止-● 必要と認める区域内の

避難、 乱 打 １ ５ １ ５ １ ５ １ ５ １ 居住者等に避難のため

立ち退き 分 秒 分 秒 分 秒 分 秒 分 の立ち退きを知らせる

とき。

備考 １ 信号は、適宜の時間継続し、適宜繰り返すこと、

２ 必要があれば、警鐘信号及びサイレン音を併用することを妨げない。

３ 住民への周知の方法は、警鐘信号及びサイレン信号のほか、防災行政無線、広報車、

電話、口頭等により行い、必要と認める場合は、各戸訪問し周知、避難誘導する。

４ 危険が去ったときは、防災行政無線、広報車、口頭、電話等により周知させる。

12 避難計画

水防管理者は、堤防等が決壊した場合又は破堤、浸水のおそれがある場合は、直ちに必要と

認める区域の居住者等に対し、立ち退き又はその準備を指示するものとする。

その際の避難計画は「第５章 第３節 避難救出計画」に準じるものとする。
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13 水防通信連絡

災害時における情報及び被害報告等の通信連絡方法は 「第３章 第２節 災害通信計画」、

に準じるものとする。

14 報告

（１）水防報告

水防管理者（町長）は、次に定める事態が発生したときは、速やかに道（釧路総合振興

局）に報告するものとする。

ア 消防の機関を出動させたとき。

イ 他の水防管理団体に応援を要請したとき。

ウ その他必要と認める事態が発生したとき。

（２）水防活動実施報告

水防管理者は、水防活動が終結したときは、速やかに記録を整理するとともに、下記様

式により水防活動状況を道（釧路総合振興局長）に報告するものとする。

なお、報告日及び調査対象期間は次に定めるところによる。

ア 水防活動実施報告書提出期限等

・６月上旬の釧路総合振興局が定める日 調査対象期間：１月～５月

・８月上旬の釧路総合振興局が定める日 調査対象期間：６月～７月

・10月上旬の釧路総合振興局が定める日 調査対象期間：８月～９月

・１月上旬の釧路総合振興局が定める日 調査対象期間：10月～12月

イ 報告様式

　　　自　　　年　　　月
（都道府県名） 　　　至　　　年　　　月

主要資材 その他資材 計
人 円 円 円

－ －

月　　   分 － －

月　　   分 － －

月　　   分 － －

月　　   分 － －

月　　   分 － －

小              計 － －

累              計 － －

水防管理団体分
前      回      迄

 月　　   分 （　　　　）

 月　　   分 （　　　　）

月　　   分 （　　　　）

月　　   分 （　　　　）

月　　   分 （　　　　）

小              計

累              計 円 円 円
（作成要領）
１　　「前回迄」欄は、前回報告分にかかる「累計」欄の数及び金額を記入すること。
２　　「団体数」欄の（　）書には、当該月内に水防活動を行った水防管理団体数を、その他の欄には水防管理団体の実数を記入すること。
３　　「月分」欄は、当該期間の調査対象月数に応じ区分すること。ただし、水防活動を行わない月の欄は不要。
４　　「主要資材」欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、釘、かすがい、蛇籠、置石及び土砂の使用額を記入すること。
５　　「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。
６　　「左のうち主要資材３５万円以上使用団体分」の各欄の記入は、水防管理団体分の「累計」欄のみ記入すること。

団 体 数 団体数
活 動 延
人　　 員

主要資材 その他資材 計
区          分 備                    考

水　防　活　動　実　施　報　告　書

県（都道府）分
前     回    迄

水　防　活　動 使  用  資  材  費 左のうち主要資材３５万円以上使用団体分

使  用  資  材  費

第４章 災害予防計画 第５節 水防計画

（～250）
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第６節 消防計画

この計画は、消防組織法及び消防法に基づき、浜中町において火災の発生を予防し、また、火

災又は爆発等が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、消防機関が十分にその機

能を発揮し、その被害を最小限に防止するための組織及び火災予防対策、警防計画等に関し必要

な事項を定めるものとする。

１ 消防機関の組織及び機構

消防事務は、地方自治法第284条に基づく一部事務組合である釧路東部消防組合において共

同処理するものとし、その組織は次のとおりである。

（１）消防組織図（関係分）

※定員１９５名 ※定員２７名（兼務１名）

2 12 2 5 2 3 3

副
団
長

釧路東部消防組合
消　防　 本　部

副
団
長

副
団
長

浜中消防団長 浜中消防署長

副
署
長

副
署
長

 
総
務
係

 
予
防
指
導
係

 
予
防
広
報
係

 
消
防
団
係

 
警
防
係

 
救
助
係

第
二
分
団
長

第
三
分
団
長

第
四
分
団
長

人
数

22

第
六
分
団
長

第
七
分
団
長

第
五
分
団
長

45 22 22
人
数

23 22 23

本
　
　
　
部

16

主
幹

主
幹

主
幹

茶
内
分
遣
所

主
幹

主
幹

 
救
急
係

第
一
分
団
長

第４章 災害予防計画 第６節 消防計画
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（２）浜中消防団の機構（人員は定数を表す）

２ 消防施設の現況

（１）車輌

浜中消防団本部 第１分団 霧多布地区 第３部

16名 45名 　29名 榊町　16名
(内、女性消防団10名) 第２分団 浜中地区

22名
第３分団 茶内地区

22名
第４分団 散布地区

23名

第５分団 琵琶瀬地区

22名
第６分団 姉別地区

23名
第７分団 奔幌戸地区

22名

計　195名 （定数）

指
揮
車

広
報
指
令
車

ポ
ン
プ
車

消
　
　
防

ポ
ン
プ
車

水
槽
付
き

付
き
水
槽
車

小
型
ポ
ン
プ

救
急
車

搬
送
車

資
機
材

ポ
ン
プ

小
型
動
力

移
動
無
線

車
載
用

1 2 1 1 3 1 2 8

第１分団 2 1 2 3

第２分団 1 1 1

第３分団 1 1 1

第４分団 2 2 2

第５分団 1 1 1

第６分団 1 1 1

第７分団 1 2 1

1 2 8 3 1 3 1 12 18

所属

消　防　署

消
防
団

合　　計
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（２）消防水利保有数

３ 火災予防

火災を未然に防止するため、町民に対して、広報等により随時警戒心の喚起を図るとともに、

次により防火思想の普及、啓発を推進する。

（１）火災予防住民運動の促進

ア 火災予防運動

春、秋の全道火災予防運動をはじめとする、各種火災予防運動を積極的に推進し、ビ

デオ放映会、講演会、講習会等の開催、防火資料の配付等により防火思想の普及徹底を

図る。

イ 民間防火組織の育成

女性防火クラブ、少年・幼年消防クラブ等の防火組織の育成を図り、これら組織を通

じて防火思想の普及に努める。

ウ 報道機関による防火思想の普及

町民に対し、新聞、テレビ、ラジオ、町広報誌等により随時防火に関する知識の普及

に努める。

エ 諸行事による防火思想の普及

町、各種団体の主催諸行事等で多数の町民等が集まる機会を利用し、防火資料の配付

等により防火思想の普及徹底を図る。

地　区　別

基準 現有 不足
個数 合計 個数

（基） 公設 私設 基準外
40
級

以上

40
級

未満

(40 未
満は含
まな
い）

（基）

霧多布 25 23 2 25

暮帰別･新川･仲の浜 22 14 5 19 3
茶内 25 20 5 4 25

琵琶瀬 8 5 3 1 8
渡散布 4 3 1 4

火散布 5 4 1 5

丸山散布 4 3 1 4
藻散布 3 2 1 3

榊町 5 4 1 1 5
浜中 9 5 4 1 9

姉別 3 3 3
奔幌戸 6 4 2 6

貰人 1 2 2
湯沸 2 3 3

姉別北 1 1 1
熊牛･西円･東円

第１･第３
合   計 123 87 35 7 122 3

消　　　防　　　水　　　利

防火水槽消火栓

現有個数
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（２）防火管理者の育成

防火管理者資格講習会を開催して法定資格者を育成するとともに、上級研修会を通じて

防火管理者の知識の向上を図り、また、防火管理者を定めるべき防火対象物における消防

計画の作成、消防訓練の実施、消防用設備等の点検整備、防火管理者の自主的組織の育成

等により、自衛消防体制の強化に努める。

（３）火災予防査察

診療所、店舗、学校、社会福祉施設、工場等の公衆の出入り又は多数の者が勤務する建

物及び一般家庭からの火災を未然に防止するため、消防職員及び消防団員による火災予防

査察を定期的に実施する。

（４）危険物の規制

危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所における保安基準の遵守並びに危険物保安監督者の

保安監督業務の徹底を期するため、消防職員による立ち入り検査の実施及び各種研修会等

を開催するとともに、危険物所有者の自主的組織の育成により自衛消防体制の強化に努め

る。

（５）住宅用防災警報機の設置推進

住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する

ため、設置が義務づけられている「住宅用火災警報機」の設置及び普及促進を図る。

※参考（住宅用防災警報機の設置義務）

・新築住宅：平成１８年６月１日以降に建てられる住宅

・既存住宅：平成２３年５月３１日までの間に設置する。

（６）建築物の確認に対する同意

消防法第７条の規定に基づく建築物同意調査を行い、火災予防の推進を図る。

４ 火災警報及び伝達計画

（１）火災気象通報

ア 種類

火災気象通報 火災気象通報の発表及び終了の通報は、消防法第22条の規定に

基づき釧路地方気象台長が釧路総合振興局長に行う。

通報を受けた釧路総合振興局長は、浜中町長に通報するものと

する。

林野火災気象通報 林野火災気象通報は、上記火災気象通報の一部として行い、火

災気象通報の発表及び終了をもって行う。

イ 発令基準

実効湿度60パーセント以下で最小湿度30パーセント以下の場合若しくは平均風速毎秒

12メートル以上が予想される場合とする。

ただし、平均風速が毎秒10メートル以上であっても、降水及び降雪の状況によっては、

火災気象情報を行わない場合がある。

（２）火災警報

町長は、前記（１）の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認

めるときは、火災に関する警報を発表することができる。
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（３）火災警報発令基準

ア 実効湿度60パーセント以下で、かつ、最小湿度30パーセント以下になると予想される

場合

イ 実効湿度60パーセント以下、最小湿度30パーセント以下となり、かつ、平均風速が毎

秒12メートル以上の風が１時間以上継続して吹くと予想される場合

ウ 平均風速15メートル以上の風が１時間以上継続して吹くと予想される場合

エ 前３号に準じる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められる場合

ただし、平均風速が毎秒10メートル以上であっても、降水及び降雪の状況によっては、

火災気象情報を行わない場合がある。

（４）火災警報の伝達

火災警報の伝達方法は次によるものとする。

住民、関係機関への周知方法は、町防災行政無線により伝達する。

（５）火災警報等発令時の広報

火災警報を発令したときは消防法施行規則第34条の規定による消防信号、広報車、放送

による拡声伝達等により一般住民等に周知徹底を図らなければならない。

火災警報信号他その他消防信号は下記のとおり用いるものとする。

釧路地方気象台 釧路総合振興局 浜 中 町 一 般 住 民

釧路東部消防組合

浜中消防署

町内関係機関
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消防信号

種別 余韻防止付きサイレン信号 打鍾信号 その他の信号

近火信号
(消防署から約800m以内のとき)

出場信号
　(署所団出場区域内)

応援信号
(所署団特命応援出場のとき)

報知信号
(出場区域外の火災を認知したとき)

出場信号
　(署所団出場区域内)

応援信号
(所署団特命応援出場のとき) 同上 同上

掲示板
火災警報発令信号

形状及び大きさは、

適宜とする。

火災警報解除信号 口頭伝達、掲示板

の撤去、吹き流し

及び旗の降下

演習招集信号

１　火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの１種又は２種以上を併用することができる。
２　信号継続時間は、適宜とする。
３　消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。

備
考

鎮火信号

火
　
災
　
信
　
号

火
災
警
報
信
号

招
集
信
号

演
　
　
習

約３秒約３秒約３秒
休止 休止

約２秒 約２秒 (連点)(短声連点)

約５秒約５秒約５秒
休止 休止

約６秒 約６秒
(短声連点)

(３点)

(２点)

(１点)

(１点と２点との班打)

方法

信号別

(３点と２点との班打)約10秒約10秒約10秒
休止 休止

約２秒 約２秒

(１点２回と２点との班打)

約30秒約30秒約30秒
休止 休止

約６秒 約６秒 約６秒

約２秒

火災警報発令中

(赤字に白字)

旗
赤

白

吹き流し

約１分約10秒
休止

約３秒

(１点３点の班打)

約15秒約15秒
休止

約６秒

休止

約６秒
約15秒
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（６）招集及び出動

ア 火災等の災害が発生し、又は発生のおそれのあるときは、消防長、消防署長及び消防団

長は、状況を判断し、直ちに必要な消防職員、団員を招集するものとする。

イ 上記の招集は、消防無線、サイレン、電話、町防災行政無線等より行う。

ウ 火災時における警防部隊の出動区分は、次のとおりとする。

５ 消防相互応援計画

不測の大規模災害及び境界地域における火災被害を最小限度にとどめるため、消防法（昭和

22年法律第226号）第２１条の規定に基づき、北海道内の市町村及び消防の一部事務組合相互

の応援体制を確立し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合に有効に対処

するため 「北海道広域消防相互応援協定 （平成３年２月１３日締結）を締結しており、町、 」

内で発生した火災、その他の災害を鎮圧するため、近隣市町村から応援を必要とするときは、

当該協定に基づき近隣市町村の消防機関等の出動を要請する。

また、必要に応じ、町を通じ、道に対して「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づ

くヘリコプターの出動要請、他の都府県の緊急消防援助隊による応援等を要請するよう依頼す

る。

北海道広域消防相互応援協定構成市町等（関係分）

地 域 構成市町村等

釧路市、帯広市、根室市、網走地区消防組合、北見地区消防組合、

紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別消防事務組合、

道東地域 斜里地区消防組合、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝

消防事務組合、池北三町行政事務組合、南十勝消防事務組合、釧路

北部消防事務組合、釧路東部消防組合、根室北部消防事務組合

地域区分 偵察出動 第１種出動 第２出動 第３出動 第４出動

霧多布 消防署 消防署 消防署 消防署 第３種出動

１隊 全隊 全隊 全隊 に加え

暮帰別 第１分団 第１分団 釧路東部

全隊 全隊 浜中消防団 消防組合

新　川 第3･5分団 全隊 構成他町

各１隊 全隊の半数

消防署 消防署 消防署

その他 １隊 全隊 全隊

の地区 所轄内分団 所轄内分団 所轄内分団

１隊 全隊 全隊

近隣分団

２隊

火災であるか 火災状況が初 建物密集危険 強風下等にお 大火災が発生

どうか判然と 期の段階で他 地帯又は大規 ける火災で、 し、防御が広

しない通報が への延焼のお 模な建物等の 大火になる危 範囲におよぶ

あったとき、 それが小さい 火災で、延焼 険が大きいと とき

それを確認す とき 拡大の危険が き

るための出動 大きいとき

備考
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６ 教育訓練

消火活動及び火災予防指導を効果的に行うための教育訓練を実施し、消防署員・団員の資質

の向上を図る。

消防職員教育訓練実施計画（１）

区 分 内 容 備 考

１ 学校教育 国又は道の設置する消防教育訓練機関に職員を派遣して行

う教育

教育訓練機関 派遣期間

１ 総務省消防大学校 教育訓練期間

２ 北海道消防学校 の定める期間と

３ その他消防長が必要と認める機関 する。

(1)初任教育 消防職員として必要な基礎的知識、技術の習得、厳正な規

律保持、旺盛な士気の高揚及び強靱な体力の錬成を図り公正

明朗かつ能率的な職務を遂行し得る資質を高めさせる。

(2)専科教育 警防、予防、救急、救助科その他特殊業務に従事する職員

に対して業務遂行上必要な専門的知識、技術を習得させる。

(3)幹部教育 指導的地位又は階級にあるものに対してふさわしい人格、

識見を養うことを主眼とし法学、行財政、人事管理、現場指

揮など、幅広い高度な知識、技術を習得させる。

(4)特別教育 機械器具等の指導員又は操作員としての必要な知識、技術

を習得させる。

２ 委託教育 上記教育訓練機関以外の機関に消防職員を委託して、業務

遂行上必要な専門的知識、技術を習得させる。

３ 所属研修

(1)実務教育 所属長が日常の勤務を通じ、職員の研修必要度に応じて計

画的に適切な指導を行う。

(2)消防訓練 所属長が日常の勤務を通じ、職員の消防活動上に必要な基

本的動作及び立体的操作について計画的に実施する。

(3)特別教育 法令改正等により特に消防長が必要と認めた場合に実施す

る。

４ 消防訓練 通常点検の点

の点検 検者は所属長と

(1)通常点検 常時必要な事項について点検を行い、消防業務の完遂を期 する。

する。 特別点検の点

(2)特別点検 通常点検以外に必要とする事項について、緊密周到な点検 検者は消防長と

を行い、消防業務の万全を図る。 する。
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区 分 内 容 備 考

５ 各種機械 災害を想定した、警防技術、救助技術、救急技術の向上を

器具訓練 図るため各種機械器具等を活用した訓練を計画的に実施す

る。

消防長は警防上特に必要があると認める場合は特定の署を

指定して訓練を行わせるものとする。

（２）消防団員教育訓練実施計画

区 分 内 容 備 考

１ 学校教育 国又は道の設置する消防教育訓練機関に団員を派遣して行 派遣期間

う教育 教育訓練機関

教育訓練機関 の定める期間と

１ 総務省消防大学校 する。

２ 北海道消防学校

３ その他管理者が必要と認める機関

(1)普通教育 消防団員に対し、現場指揮、訓練礼式、救急救助法など、

消防団員として必要な知識、技術を習得させる。

(2)専科教育 消防団員に対し、火災防ぎょなど消防活動に必要な専門的

な知識、技術を習得させる。

(3)幹部教育 消防団幹部として、現場指揮、訓練礼式など、消防活動に

おいて指揮監督者として、必要な幅広い高度な知識、技術を

習得させる。

２ 初任教育 消防団員として必要な基礎的知識、技能取得、厳正な規律

保持の取得をさせる。

３ 団教育 団で訓練計画を立て、団員教育訓練を行う。

４ 分団教育 分団毎に訓練計画を立て、団員教育訓練を行う。

５ 特別教育 機関員等特殊業務に従事する団員に対して専門的な知識、

技術を習得させる。

その他管理者が必要と認める場合に行う教育訓練。

７ 救急計画

救助・救急体制の強化と救出及び救急活動に必要な機器の整備に努めるとともに警察、医師

会等との連携を図り、救急活動の万全を期するものとする。

８ その他

この節に定めるもののほか消防計画について必要な事項は、釧路東部消防組合消防計画によ

ることとする。

（～270）
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第７節 林野火災消防計画

この計画は、林野火災の予防及び消火活動により、森林資源の保全を図ることを目的とする。

１ 組織

林野火災の予防対策を推進するため浜中町林野火災予消防対策協議会を設け構成機関相互の

連絡、情報交換計画の実施及び指導等予消防対策の円滑なる実施を図るものとする。

（１）実施機関

①浜中町

②北海道 ：釧路総合振興局（産業振興部林務課、森林室、釧路農業改良普及センター釧

路東部支所）

③国 ：根釧西部森林管理署

④警察 ：厚岸警察署（霧多布駐在所、茶内駐在所、浜中駐在所）

⑤消防 ：釧路東部消防組合消防本部、浜中消防署、浜中消防団

⑥組合 ：釧路東森林組合、厚浜木材加工協同組合、浜中製材協同組合、釧路地区農業

共済組合東部事業センター、浜中町農業協同組合、浜中酪農業協同組合、浜

中漁業協同組合、散布漁業協同組合

⑦民間会社：王子木材緑化（株 、丸善木材（株）茶内事業所）

（２）協力機関

①委員会 ：浜中町教育委員会、浜中町農業委員会

②町内会・自治会連合会：町内２８の町内会・自治会

③旅客輸送：北海道旅客鉄道（株）厚岸駅、くしろバス（株）浜中営業所

④通 信 ：町内各郵便局（霧多布、茶内、琵琶瀬、姉別、浜中）

⑤自衛隊 ：陸上自衛隊第５旅団第２７普通科連隊

⑥巡視人 ：浜中町有林野監視員、自然保護監視員、鳥獣保護員、森林保全推進員

⑦各団体 ：釧路開発建設部、釧路総合振興局釧路建設管理部厚岸出張所、浜中町観光協

会、高梨乳業株式会社

２ 気象情報対策

林野火災の発生は、気象条件が極めて大きな要素になることから、予報（注意報を含む 、）

警報並びに情報等を的確に把握し、予防の万全を期すため、次により情報の連絡体制を確立す

るものとする。

（１）林野火災気象通報

林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として釧路地方気象台が発表及び終了の通報

を行うものとする。

（２）伝達系統

釧路気象台から発表された通報の伝達系統は「第３章 第１節 気象情報等の伝達計

画」に掲げる予報（注意報を含む 、警報並びに情報等伝達系統図及び浜中町林野火災予）

消防対策協議会で定める気象情報伝達系統により行う。

また、浜中町林野火災予消防対策協議会で定める山火事発生通報系統は次による。

第４章 災害予防計画 第７節 林野火災消防計画
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山火事発生通報系統図（浜中町林野火災予消防対策協議会）

山火事発生

（発見者）

（失火者）

釧路東部消防組合 電話:52-5111

浜中消防署 電話:62-2150

浜中消防団 〃

釧路総合振興局地域政

策課〔主査(防災)〕

電話:0154-43-9144

釧路総合振興局

（林務係）

電話:0154-43-9201厚岸警察署 電話:52-2151

霧多布駐在所 電話:62-2151

茶内駐在所 電話:65-2151

浜中駐在所 電話:64-2151

浜中町役場 電話:62-2111

茶内支所 電話:65-2111

浜中支所 電話:64-2111

林野監視員

町内各自治会

釧路東森林組合 浜中支所

電話:65-2034

北海道森林管理局

根釧西部森林管理署

電話:0154-41-7126

釧路総合振興局森林室

電話:52-2165

近隣市町村

（必要がある場合）

北海道旅客鉄道（株）

（必要がある場合）

一般住民

自 衛 隊

（必要がある場合）
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（３）関係機関の措置

ア 釧路総合振興局

気象情報により、火災発生の危険があると判断される場合、北海道総合行政ネットワ

ークにより、町及び消防機関へ伝達する。

イ 浜中町

気象情報を得たときは、必要に応じて関係機関に伝達するとともに、一般住民へ、町

防災行政無線等により広報を行う。

ウ 関係機関

気象情報の通報を受けた関係機関は、それぞれ適切な措置をとるとともに、関係する

部署等へ連絡するものとする。

３ 林野火災予防思想の普及対策

林野火災に対する関心をより一層向上させることを目的に、防火思想の普及、啓発を図る。

（１）テレビ、ラジオ放送及び新聞、その他広報誌等による啓発

（２）ポスター、チラシ等の配布及び標識、旗、看板等掲出による啓発

（３）バス等運転機関における啓発

（４）広報車の運行及びパトロール活動の強化

（５）小・中学校児童、生徒による協力（標語、ポスターの募集）

（６）山火事予防パレード等の実施

（７）関係機関との協議会開催

４ 林野火災予防対策

林野火災発生原因は、そのほとんどが人為的なものであるため、次により対策を講ずるもの

とする。

（１）一般入林者対策

ハイキング、山菜採取、魚釣り等の入林者に対し、次のような事項を厳守するよう啓発

する。

ア たばこ、たき火等による失火の危険性について充分な防火思想、火の取扱いについて

の啓発を行う。

イ 入林しようとする場合は、民有林については所有者、国有林については北海道森林管

理局根釧西部森林管理署、道有林については釧路総合振興局森林室、町有林については

浜中町の許可が必要であることを指導、啓発及び周知し、無許可入林者を無くすよう努

める。

ウ 林野火災危険期間中（４月～６月）の入林禁止の周知を図る。

エ その他危険地帯への入林制限を行い、林野火災の予防に努める。
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（２）火入れ対策

。 、林野火災危険期間中（４月・５月・６月とし、以下「危険期間」という ）の火入れは

極力避けるようにし、できる限り夏期又は秋期に行うよう指導するとともに、火入れ対策

として次の事項を定める。

ア 山林内及び山林から１ｋｍの範囲内で、たき火やゴミ焼きをする場合でも許可が必要

であることを周知徹底し、無許可火入れを根絶する。

イ 警報発令又は気象状況の急変の際は一切の火入れを禁止又は中止させる。

ウ 火入れ跡地の完全消火を図り、責任者の確認を受けさせること。

エ 森林法及び浜中町火入許可規則で規制している火入れ以外の火入れについても、特に

気象状況に充分留意して行うよう指導、周知徹底を図る。

（３）林内事業者対策

造林、造材等、林内において事業を営むものは、危険期間中、次の体制をとるものとす

る。

ア 林内事業者は、火気責任者を定め、事業区域内に巡視員を配置するものとする。

イ 事業箇所に、火気責任者の指定する喫煙場所を設け、標識及び消火設備を完備する。

ウ 事業箇所の火気責任者は、あらかじめ事業箇所内の連絡系統を定め、関係機関との連

絡の万全を図るものとする。

エ 失火することの無いよう森林所有者と協議し、万全の予防措置を講ずるものとする。

オ 林内事業者は、車輌等を林道に駐車させる場合は、他の車輌等の交通の障害にならな

いように留意する。

（４）大面積森林所有者及び不在地主対策

大面積森林所有者及び不在地主は、自己の所有山林から林野火災が発生しないよう、火

災予防の万全を図る。

第４章 災害予防計画 第７節 林野火災消防計画
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５ 林野火災消防対策

町及び消防機関は、あらかじめ林野火災に即応する体制、装備の万全を期するため、次の事

項に留意する。

林野火災発生の際は、森林組合及び関係機関の積極的な協力を求め早期消火を図るものとし

地元消防機関で消火困難になったとき又は困難になるおそれがあると予想される場合は 「第、

５章 第２１節 自衛隊派遣要請計画」に基づく自衛隊派遣要請を要求する。

（１）消防組織の整備

浜中町林野火災消防対策本部を次のとおり定めるものとする。

浜中町林野火災予消防対策協議会で次のように定める。

（２）火災発見通報

火災を発見した場合及び失火した場合の連絡系統は 「第３章 災害情報通信計画 第、

３節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画」に掲げる災害情報等連絡系統図及び浜中町

林野火災予消防対策協議会で定める山火事発生通報系統図により行う。

本 部 長

浜中町長

副本部長

浜中町副町長

釧路東部消防組合消防長

釧路東森林組合（長）

総務部

浜中町役場 防災対策室長

消防部

浜中消防署長

浜中消防団長

指導督励部

浜中町役場 農林課長

浜中町林野火災消防対策本部

連絡通報部

浜中町役場 浜中支所

茶内支所

（～280）
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第８節 防災訓練計画

災害応急対策を円滑に実施するため、災害予防責任者がそれぞれ又は他の災害予防責任者と共

同して行う防災に関する知識及び技能の向上と、住民に対する防災意識の普及を図ることを目的

とした防災訓練は、次に定めるものとする。

１ 訓練実施機関

道、町及び防災関係機関は、自主的に防災訓練計画を作成し、共同して訓練を実施するもの

とする。

また、訓練後においても評価を行い、それを踏まえた防災体制の改善について検討、見直し

をするものとする。

２ 町及び防災関係機関の行う訓練

町及び防災関係機関は、他の機関が行う総合防災訓練等積極的に参加するとともに、独自に

訓練を企画し、実施するものとする。

（１）総合防災訓練

災害救助、水防活動、避難誘導、情報収集、情報伝達等大規模な災害を想定した、総合

的、立体的な大規模な訓練

（２）津波避難訓練

沿岸地区住民を対象とし、平成24年6月28日に北海道が公表した「新たな津波浸水予

測」に基づく津波浸水想定域からの一刻も早い避難をするための訓練を年１回以上行う。

内容については、マンネリ化をなくすため、いろいろなケース（時間帯、時期等）を想

定し、各種訓練（避難誘導、炊き出し訓練、車での避難、要配慮者支援、情報収集伝達訓

練、避難所運営訓練、避難者受け入れ訓練等）を組み合わせ、関係機関、各町内会・自治

会の協力を得て行うものとする。

（３）災害通信連絡訓練

各種災害を想定した、主通信、副通信等を組み合わせた、情報収集、情報伝達、広報等

（４）水防訓練

水防工法、水位雨量観測、消防機関の動員、一般住民の動員、水防資機材の輸送、広報、

通信伝達等

（５）消防訓練

消防機関の出動、近隣市町村との応援、通信、避難、立ち退き、救出、救助、消火、広

報等

（６）避難救助訓練

水防訓練、大火訓練、津波避難訓練等とあわせて実施することとなるが、避難の指示、

避難の誘導、情報伝達、避難所の運営、炊き出し訓練、防疫訓練等

（７）非常招集訓練

各種災害を想定した、災害対策本部、町関係職員、消防機関等の非常時における非常招

集訓練

第４章 災害予防計画 第８節 防災訓練計画
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（８）防災図上訓練

各種災害に対する応急対策訓練を図上で行う。

（９）その他災害に関する訓練

〔参考 ：道及び北海道防災会議が主唱する訓練〕

（１）防災総合訓練

ア 主 催 道防災会議（総合振興局協議会）

イ 実施機関 防災会議構成機関及び関係市町村

ウ 実施内容 災害救助、水防活動、大規模火災等を想定した応急対策活動を中心に総合

的、立体的に実施する。

（２）災害通信訓練

ア 主 催 道防災会議

イ 実施機関 防災会議構成機関及び関係市町村等

ウ 実施内容 通信障害時における災害情報の収集及び報告の訓練を実施する。

（３）防災図上訓練

ア 主 催 道防災会議

イ 実施機関 防災会議構成機関及び関係市町村等

ウ 実施内容 各種災害に対処する応急対策訓練を図上において実施する。

（４）相互応援協定に基づく訓練

道、市町村及び防災関係機関等が、協定締結先と相互応援の実施についての訓練を実施

する。

（～290）
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第９節 避難行動要支援者等対策計画

１ 安全対策

町民は、災害が発生した場合、災害情報を迅速にかつ正確に把握し、自らの生命と財産の安

全を確保するため適切な行動をとらなければならない。

しかし、乳幼児や高齢者、障がい者、妊産婦、在住外国人等（以下「要配慮者」という ）。

は、自力で十分な判断、行動がとれないことから、町は、迅速かつ的確に避難できるよう浜中

町災害時要援護者支援制度実施要綱によりプライバシーに十分配慮し、生活状況、居住状況の

実態把握に努める。

また、大規模災害時には、通信途絶、交通遮断等が予想されることから、要配慮者の保護と

安全について、関係機関、地域住民及びボランティア団体等の協力援助体制の充実に努める。

２ 避難行動要支援者名簿の作成等

町は、基本法第４９条の１０の規定に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、浜中町災害時要援

護者支援制度実施要綱により作成したものを避難行動要支援者名簿として位置付ける。

（１）避難支援等関係者となる者

災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿情報を提供することができる避難支援等関係

者は次に掲げる者とする。ただし、名簿情報を提供することについて同意を得られていな

い場合は、この限りではない。

ア 消防機関

イ 警察機関

ウ 民生委員・児童委員

エ 社会福祉協議会

オ 町内会・自治会

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、浜中町災害時要援護者支援制度実施要綱

において登録対象者とされている次に掲げる者とする。

ア 要介護３以上の者

イ 身体障害者手帳２級以上を所持する者

ウ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者

エ 療育手帳Ａを所持する者

オ その他支援を必要としている者

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法

町は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、関係部局で把握している要介護者等

の情報を集約するよう努める。

（４）名簿の更新

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、住民の転入・転出や介護認定等の

事務を通じて定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つよう努める。

第４章 災害予防計画 第９節 避難行動要支援者等対策計画
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（５）名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置

町は、名簿情報の提供に際して、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよう、次に

掲げる措置を講ずるものとする。

ア 名簿情報には秘匿性の高い個人情報が含まれているため、当該避難行動要支援者を担

当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること。

イ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説

明すること。

ウ 施錠可能な場所に名簿を保管するよう指導すること。

エ 受け取った名簿を必要以上に複製しないよう指導すること。

オ 名簿の提供先が個人ではなく団体である場合は、その団体内部で名簿を取扱う者を限

定するよう指導すること。

カ 名簿情報の取扱状況を報告させること。

キ 名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催すること。

３ 避難のための情報伝達

町は、要配慮者が円滑かつ安全に避難するため、早めに避難準備・高齢者等避難開始等を発

令する。

また、次に掲げる次項のいずれかを組み合わせた方法により、確実に伝達できるようにする。

（１）防災行政無線による伝達 （Ｊ－アラートシステムによる自動放送を含む）

（２）広報車による伝達

（３）ラジオ、テレビ等による伝達

（４）電話による伝達

（５）民生委員・児童委員、社会福祉協議会、町内会・自治会、ボランティア、隣人等の協力

を得て行う伝達

（６）町職員、消防職員、消防団員が直接出向いて伝達

（７）緊急速報メール（エリアメール）による伝達

（８）町ホームページ等インターネットを利用した伝達

４ 避難行動要支援者の避難支援

（１）避難行動要支援者の避難対策

避難行動要支援者の避難は、町福祉担当職員、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、

町内会・自治会、隣人、ボランティア等の協力を得て行うものとする。

なお、自力歩行等が困難な場合は、車輌等を利用して行うものとする。

また、町職員だけでは時間的、人員的に間に合わない場合があるため、要配慮者の意向、

家族、親族や町内会・自治会、関係機関の役割分担等、避難行動要支援者ごとに避難支援

計画が必要となる。

避難場所、避難所においても、町職員、町内会・自治会、ボランティア、福祉関係機関

等が連携を図り、特に、高齢者、障がい者等の健康状態に留意し、プライバシーの確保、

休息場所の確保、水、食糧、衛生用品等供給に配慮する。
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（２）避難支援等関係者の安全確保

避難支援等関係者は、まず自分の身の安全を確保し、可能な範囲で避難行動要支援者の

避難支援を行うものとする。

５ 社会福祉施設の防災対策

（１）防災設備等の整備

社会福祉施設等の利用者や入所者は、寝たきりの高齢者や障がい者等であるため、その

管理者は、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。

また、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が生活維持に必要な食糧、飲料水、

医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備に

努める。

（２）組織体制の整備

施設管理者は、災害時において、迅速、かつ、的確に対処するため、あらかじめ防災組

織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にしておく。

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組

織体制を確保する。

また、平常時から町、消防機関、自治会・町内会、近隣社会福祉施設、ボランティア組

織と入所者の実態等に応じた連携、協力が得られるような体制に努める。

（３）緊急連絡体制の整備

施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設

置するなど、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、近隣の社会福祉

施設との連携、協力体制を整える。

（４）防災教育・防災訓練の充実

施設管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべ

き行動等について、理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。

また、施設管理者は、消防法に規定された防災訓練及び施設の職員や入所者が災害時に

おいても適切な行動がとれるよう、各々の施設の構造や入所者の判断能力・行動能力等の

実態に応じた防災訓練を定期的に実施する。

特に、自力避難が困難な者などが入所している施設においては、夜間における防災訓練

も定期的に実施するよう努める。

６ 災害時の援助活動

町は、避難行動要支援者の早期発見に努め、避難行動要支援者の状況に応じた適切な援助活

動を行う。

（１）避難行動要支援者の発見

町は、災害が発生するおそれがある場合及び災害発生後、避難行動要支援者名簿を活用

し、直ちに居宅に取り残された避難行動要支援者の早期発見に努める。

（２）避難所等への移送

町は、避難行動要支援者を発見した場合は、負傷の状況等を判断し、避難所や病院等へ

移送する。
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（３）応急仮設住宅への優先的入居

町は、災害発生後に必要に応じて設置する、応急仮設住宅への入居については、避難行

動要支援者の優先的入居に努める。

（４）在宅者への支援

町は、在宅での生活が可能と判断した場合、その生活実態を的確に把握し、適切な支援

活動を行う。

（５）応援依頼

町は、救助活動の状況や避難行動要支援者の状況を把握し、適宜、道、隣接市町村等へ

応援を要請する。

（６）乳幼児対策

防災訓練や、防災講座、防災パンフレット等により、保護者、保育職員の防災意識の向

上を図る。

また、家庭や保育施設における避難態勢を迅速にするため、地域の防災訓練を通じて、

町内会・自治会、事業所等、地域ぐるみでの乳幼児避難援助体制の確保に努める。

保育所の施設については、耐震化を図るとともに、施設内の電気器具や窓ガラス及び備

品等に対する安全対策に努める。

（７）高齢者、障がい者等対策

高齢者や障がい者及びその介護者に対して、災害時に適切な行動がとれるように、避難

訓練、啓発パンフレット配布、講演会開催等による防災教育を徹底するとともに、防災に

関する相談や助言について積極的に行う。

また、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者にとっては、災害に備えて家屋や

居室内の安全確保をするため、家具の転倒防止器具等の取り付けの奨励、家屋の耐震化奨

励、住宅用防災警報機設置等の安全対策に努めるとともに、避難にあたっての町職員、社

会福祉協議会、ボランティア、自治会・町内会、消防団、近隣住民等による避難誘導、避

難支援体制の確立を図る。

（８）外国人に対する対策

言語、生活習慣、防災意識の異なる、町内に居住する外国人を要配慮者として位置づけ、

災害発生時及び災害発生のおそれがあるとき、迅速、かつ、的確な行動がとれるように、

様々な機会を捉え、防災意識の普及・啓発を図るため、外国人向けパンフレットを配布す

るとともに、地域の防災訓練、避難訓練への参加や防災教育の指導等を行う。

ア 多言語によるパンフレット、広報誌等の配布

イ 避難場所、避難施設、避難経路等標識、表示板の多言語化

（～300）


